
随意契約結果（業務委託）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1
此花区役所所管施設 保守点
検・修繕等　包括的業務委託
長期継続

機械設備等
保守点検

株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

3,476,000 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

2
此花区役所外１施設電気工作
物保守点検業務他11件【包括
的業務委託】

機械設備等
保守点検

株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

12,865,600 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

3
令和７年度此花区広報企画編
集業務委託

印刷・デザイン
有限会社リッツコーポ
レーション

6,240,000 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

4
「このはな地域見守りタイ」事
業業務委託（概算契約）

その他
社会福祉法人　大阪
市此花区社会福祉協
議会

7,904,000 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

5
令和7年度 此花区地域活性化
支援事業業務委託

その他
株式会社ＫＥＧキャリ
ア・アカデミー

13,809,000 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

6
令和７年度　此花区コミュニ
ティ育成事業業務委託

その他
一般財団法人　此花
福祉会・此花区活動協
議会　連合体

8,104,000 令和7年4月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

7
EXPO2025 公式ロゴ イメージ
３Dモニュメント CELL ARTの
制作・設置業務委託

その他
大塚オーミ陶業株式会
社

2,543,200 令和7年4月9日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G30 -

8
令和７年度 此花区イルミネー
ション業務委託

催事 株式会社Ｏｎｅ　Ｂｉｔ 12,701,000 令和7年4月17日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

9
此花区役所ブロック塀他修繕
業務【包括的業務委託】

その他
株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

1,870,000 令和7年6月19日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区役所所管施設 保守点検・修繕等 包括的業務委託 長期継続 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 総務課（電話番号 06-6466-9556） 

 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区役所外１施設電気工作物保守点検業務他 11件【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 総務課（電話番号 06-6466-9556） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和７年度此花区広報企画編集業務委託 

 

２ 契約の相手方 

有限会社リッツコーポレーション 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

此花区では、ターゲットを意識した効果的な媒体選定を行うこと

で、あらゆる世代の区民が必要な情報を容易に収集できる広報を目

指している。広報においては、区民の興味や関心を引くとともに、

区民の求める情報を端的に伝え、「伝わる広報」として区民の地域コ

ミュニティへの参加やまちづくりへのアクションにつながる土台作

りを目的とする。 

今年度も引き続き、より一層の充実を図るために、質の高い専門

業者の選定を目的としてプロポーザル方式で決定する。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取し

た結果、有限会社リッツコーポレーションの評価点が最も高く、契

約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏ま

え、有限会社リッツコーポレーションと地方自治法施行令第 167 条

の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。 

 

４ 担当部署 

  政策共創課（電話番号 06-6466-9975） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

「このはな地域見守りタイ」事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

名  称  社会福祉法人 大阪市此花区社会福祉協議会 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務は、地域住民等から構成される地域ボランティアが、高齢

者・障がい者・子育て世帯に見守り・声かけを行い、潜在的な孤立

者を発見し、援助につなげることを 目的とするものである。 本事

業の実施にあたっては、ボランティアの募集・育成や活動支援等、

福祉分野の 専門知識を要することから、専門知識を有する事業者に

企画を提案してもらい、効果 的な事業とするため、公募型プロポー

ザル方式により契約方を決定することとした。  

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取し

た結果、社会福祉 法人大阪市此花区社会福祉協議会について、契約

相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

社会福祉法人大阪市此花区社会福祉協議会と随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

此花区役所 保健福祉課（介護保険）（06-6466-9859） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和 7年度 此花区地域活性化支援事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

名  称  株式会社ＫＥＧキャリア・アカデミー 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

 本事業は、区内における防犯防災、子ども、福祉、健康、環境、

教育文化などの多岐にわたる分野の地域活動を活性化することで、

活力ある地域社会の実現をめざすものである。その達成に向けては、

同様の業務実績を有する民間事業者のノウハウや幅広い知識と経

験、専門性が欠かせず、より的確かつ優れた企画提案に基づき仕様

を作成することが、最も優れた成果を期待できることから、地方自

治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の「その性質又は目的が競争

入札に適しないもの」に該当するものとして、公募型プロポーザル

方式を採用している。 

ついては、事業者選定会議における審査の結果、評価点が最も高

かった事業者と特名随意契約を締結する。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 地域サポート課（地域サポート）（電話番号 06-6466-9734） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和７年度 此花区コミュニティ育成事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

名  称  一般財団法人 此花福祉会・此花区活動協議会 連合体 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本事業は、わがまち意識・ふるさと意識を高め、心のふれあう豊

かで明るいまちづくりをめざして、此花区で開催される 2025 大

阪・関西万博に向けた機運醸成も活用しながら、住民ニーズを把握

したうえで、地域活動団体・ＮＰＯ等をはじめとした多様な活動主

体等と協働で行い、区民が中心となったコミュニティの活性化の

ための各種事業を実施するものである。 

その達成に向けては、同様の業務実績を有する民間事業者のノ

ウハウや幅広い知識と経験、専門性が欠かせず、より的確かつ優れ

た企画提案に基づき仕様を作成することで、最も優れた成果を期

待できる事から、指名型ではなく公募型プロポーザル方式で公募

を行い、最も優れた事業者を選定した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 地域サポート課（地域サポート）（電話番号 06-6466-9734） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

EXPO2025 公式ロゴイメージ 3Dモニュメント CELL ARTの制作・設置業務委託 

 

２ 契約の相手方 

名  称  大塚オーミ陶業株式会社 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G30 

理由詳細 

本事業は、2025年大阪・関西万博の盛り上げ、参加促進を図る事

業である。また、万博への来訪客に区内を回遊してもらい街の活性

化を図ること、万博の理念を未来に継承していくことについても目

的としている。 

目的を達成するためには、「万博」と関連するものであること、「正

蓮寺川公園」に設置している既存アートと一体となって街の盛り上

げに活用できるものであることが重要であり、本事業のアート作品

については、要件を満たすものとして、「EXPO2025 公式ロゴイメ

ージ 3D モニュメント CELL ART」とした。 

選定した作品「EXPO2025 公式ロゴイメージ 3D モニュメント 

CELL ART」は、万博ロゴマークのデザインをもとに、万博ロゴマ

ークの制作者であるシマダタモツ氏と大塚オーミ陶業株式会社が協

力してデザイン・制作したアート作品であり、同社が 2025年日本国

際博覧会協会の正式ライセンス製品として販売している。また、設

置についても設置場所が公園であることを踏まえ、製品としては本

来想定していない固定が必要であり、そのための加工・設置作業ま

で同社に行わせることとする。 

以上のことから、特殊な性質を有する製品であるため、他の製品

をもって代えることの出来ない製品であり、制作・設置を行える唯

一の事業者である大塚オーミ陶業株式会社を相手方として特名随意

契約を締結する。 

 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 政策共創課（電話番号 06-6466-9502） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和７年度 此花区イルミネーション業務委託  

 

２ 契約の相手方 

名  称  株式会社One Bit 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本事業は、2025 年大阪・関西万博（以下「万博」という。）等を

モチーフとしたイルミネーションを此花区内に創り出すことで、万

博への参加促進、此花区内のまちの盛り上げや回遊性の向上を目的

としている。 

此花区役所ではイルミネーションのデザインや実施運営に関する

十分な見識をもっていないことから、イルミネーションのデザイン

や実施運営に長けており専門的な知見・ノウハウを有する事業者に

委託し、大いに区内を盛り上げるイルミネーションを実施する必要

がある。 

一般競争入札によって最も安価な事業者を選定するとした場合、

契約額が安価になる利点の弊害として、事業者が本事業にふさわし

いイルミネーションを実施できるかいう点についての判断が困難と

なる。そのため、公募型プロポーザル方式により、イルミネーショ

ンの詳細について提案させることで、一定価格の中でも本事業にふ

さわしいイルミネーションを開催でき、なおかつ最も質の高い事業

者を選定することができるため、今回公募型プロポ―ザル方式を採

用する。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取し

た結果、株式会社 One Bit が契約相手方として最適であるとのこと

であったため、その意見を踏まえ、株式会社 One Bit と地方自治法

施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。 

 

 

４ 担当部署 

   此花区役所 政策共創課（電話番号 06-6466-9502） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区役所ブロック塀他修繕業務【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 総務課（電話番号 06-6466-9556） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf

